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１１月３０日は「年金の日」です！

　厚生労働省では、「国民お一人お一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思い
を巡らしていただく日」として、１１月３０日（いいみらい）を「年金の日」としています。
　この機会に、「ねんきんネット」でご自身の年金記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計について考
えてみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確
認できるほか、ご自身の年金記録からさまざまな条件を設定した上で、年金見込額の試算をすることもでき
ます。
　ご利用については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

　○日本年金機構ホームページ（ねんきんネット）
　　https://www.nenkin.go.jp/n_net/

国 民
年 金

（ホームページ）

　今年度も厳しい冬期間の生活、生計を支援するための事業を実施します。
　給付の対象は昨年同様、灯油を使用している世帯とオール電化住宅の世帯で、助成金額は１世帯８，００
０円です。
　対象は下記の「対象者の条件」を全て満たしており、かつ｢対象世帯｣のいずれかに該当している世帯です。
該当すると思われる世帯には１０月下旬に申請書等を送付しておりますが、申請書等が届いていなく該当と
なる心当たりのある世帯の方は下記問い合わせ先までご連絡ください。

「対象者の条件」
　・令和７年１１月１日現在で浦臼町内に住所を有し、現に居住している者
　・町民税非課税世帯で、町税の滞納がない世帯
「対象世帯」
　・令和７年１１月１日現在で６５歳以上の者が属する世帯
　・身体障害者手帳１級又は２級に該当の者が属する世帯
　・精神障害者保健福祉手帳１級に該当の者が属する世帯
　・療育手帳Ａ判定に該当の者が属する世帯
　・ひとり親家庭等の母又は父の世帯
　・生活保護受給世帯
　※独居世帯で長期入院又は施設等に入所している者は非該当。

お問い合わせ　福祉課介護福祉係（保健センター）電話：０１２５－６８－２２８８

浦臼町高齢者等冬の生活支援助成事業について

当事業で利用（給油）可能な業者は次の町内事業者に限ります。
　　

ピンネ農協浦臼給油所・宮野商事株式会社・有限会社マルフク尾花

informationinformation


